
﹇
削
る
﹈

七

機
構
法
第
十
五
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定

す
る
生
産
性
向
上
特
別
措
置
法
（
平
成
三
十
年

法
律
第
二
十
五
号
）
第
十
八
条
及
び
第
二
十
五

条
に
規
定
す
る
業
務
に
関
す
る
事
項

七
〜
十

﹇
略
﹈

八
〜
十
一

﹇
略
﹈

（
第
二
種
信
用
基
金
の
増
減
）

（
第
二
種
信
用
基
金
の
増
減
）

第
十
六
条

機
構
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
第
二
種

信
用
基
金
は
、
毎
事
業
年
度
、
機
構
法
第
十
五
条

第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
四
号

及
び
第
十
五
号
並
び
に
附
則
第
七
条
、
附
則
第
八

条
の
三
第
一
号
及
び
第
三
号
、
附
則
第
八
条
の
五

第
一
号
及
び
第
四
号
、
附
則
第
八
条
の
七
並
び
に

附
則
第
八
条
の
九
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規

定
に
よ
る
保
証
に
係
る
債
務
の
履
行
と
し
て
当
該

事
業
年
度
に
支
払
っ
た
金
額
を
減
じ
、
当
該
事
業

年
度
に
お
け
る
債
務
保
証
料
、
当
該
保
証
債
務
の

履
行
に
よ
り
取
得
し
た
求
償
権
に
基
づ
い
て
当
該

事
業
年
度
に
取
得
し
た
金
額
及
び
当
該
事
業
年
度

に
お
け
る
運
用
収
入
の
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を

加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
損
益
計
算
を
行
い
、
そ
の

損
益
計
算
上
生
じ
た
利
益
又
は
損
失
の
額
に
よ

り
、
増
加
し
、
又
は
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条

機
構
法
第
二
十
一
条
第
一
項
の
第
二
種

信
用
基
金
は
、
毎
事
業
年
度
、
機
構
法
第
十
五
条

第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
号
、
第
十
四
号

及
び
第
十
五
号
並
び
に
附
則
第
七
条
、
附
則
第
八

条
の
三
第
一
号
及
び
第
三
号
並
び
に
附
則
第
八
条

の
五
第
一
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
よ
る
保
証
に

係
る
債
務
の
履
行
と
し
て
当
該
事
業
年
度
に
支

払
っ
た
金
額
を
減
じ
、
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る

債
務
保
証
料
、
当
該
保
証
債
務
の
履
行
に
よ
り
取

得
し
た
求
償
権
に
基
づ
い
て
当
該
事
業
年
度
に
取

得
し
た
金
額
及
び
当
該
事
業
年
度
に
お
け
る
運
用

収
入
の
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
加
え
る
こ
と
に

よ
り
、
損
益
計
算
を
行
い
、
そ
の
損
益
計
算
上
生

じ
た
利
益
又
は
損
失
の
額
に
よ
り
、
増
加
し
、
又

は
減
少
す
る
も
の
と
す
る
。

附

則

附

則

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措

置
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
に
関
す
る
経
過
措

置
）

第
二
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
は
、
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
機
構
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う

場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る

事
項
と
す
る
。

第
二
条

機
構
に
係
る
通
則
法
第
二
十
八
条
第
二
項

の
主
務
省
令
で
定
め
る
業
務
方
法
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
は
、
第
一
条
の
二
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の

ほ
か
、
機
構
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う

場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に
関
す
る

事
項
と
す
る
。

一
〜
四

﹇
略
﹈

一
〜
四

﹇
略
﹈

五

機
構
法
附
則
第
八
条
の
九
に
掲
げ
る
業
務

﹇
新
設
﹈

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
等
の
特
例
）

第
三
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場

合
に
は
、
第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
九
条
か

ら
第
十
一
条
の
三
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
七

条
中
「
産
業
基
盤
整
備
業
務
」
と
あ
る
の
は
、「
産

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
等
の
特
例
）

第
三
条

前
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
が
行
わ
れ
る
場

合
に
は
、
第
一
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
九
条
か

ら
第
十
一
条
の
三
ま
で
、
第
十
四
条
及
び
第
十
七

条
中
「
産
業
基
盤
整
備
業
務
」
と
あ
る
の
は
、「
産

備
考

表
中
の
﹇

﹈
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

業
基
盤
整
備
業
務
並
び
に
機
構
法
附
則
第
七
条
、

第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
、
第
八
条
の
七
及
び

第
八
条
の
九
に
規
定
す
る
業
務
」
と
す
る
。

業
基
盤
整
備
業
務
並
び
に
機
構
法
附
則
第
七
条
、

第
八
条
の
三
、
第
八
条
の
五
及
び
第
八
条
の
七
に

規
定
す
る
業
務
」
と
す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
提
出
書
面
の
省
略
）

（
提
出
書
面
の
省
略
）

第
十
条

同
時
に
二
以
上
の
手
続（
実
用
新
案
法（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）、
意
匠
法（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）、
商
標
法（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）、
工
業
所
有

権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い

う
。）又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
に
規
定

す
る
手
続
を
含
む
。）を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特

許
法
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第

二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
（
同
法
第

四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。）及
び
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
特
許
法
施
行
令
第

十
一
条
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十

五
年
政
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の
三
又
は
こ
の
省

令
第
四
条
の
三
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第

八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
四
項
、
第
十
一
条
の
五

第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
七
第
七
項
本
文
、
第
二

十
七
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
三
項
本
文
若
し
く

は
第
四
項
本
文
、
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
、
第
二
十
七
条
の
四
の
二
第
五
項
本

第
十
条

同
時
に
二
以
上
の
手
続（
実
用
新
案
法（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）、
意
匠
法（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）、
商
標
法（
昭

和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）、
工
業
所
有

権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
年
法
律
第
三
十
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い

う
。）、
産
業
競
争
力
強
化
法
（
平
成
二
十
五
年
法

律
第
九
十
八
号
）
又
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
基
づ
く

命
令
に
規
定
す
る
手
続
を
含
む
。）を
す
る
場
合
に

お
い
て
、
特
許
法
第
三
十
条
第
三
項
若
し
く
は
第

四
十
三
条
第
二
項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二

項
（
同
法
第
四
十
三
条
の
三
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
四
十
三
条
の
三
第

三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）、
特
許

法
施
行
令
第
十
一
条
、
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
第
一
条
の

三
、
産
業
競
争
力
強
化
法
施
行
令
（
平
成
二
十
六

年
政
令
第
十
三
号
）
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま

で
又
は
こ
の
省
令
第
四
条
の
三
、
第
五
条
か
ら
第

七
条
ま
で
、
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
四
項
、

第
十
一
条
の
五
第
二
項
、
第
二
十
五
条
の
七
第
七

令和年月日 水曜日 (号外特第号)官 報

〇
経
済
産
業
省
令
第
五
十
二
号

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
十
号
）
の
一
部
及
び
産
業
競
争
力
強

化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
等
に
関
す
る
政
令
（
令
和
三
年
政
令

第
百
六
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経

済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
六
月
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

梶
山

弘
志

産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
経
済
産
業
省
関
係
省
令
の
整
備

に
関
す
る
省
令

（
特
許
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
許
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲

げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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